
第１０９号議案 

 

 

町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

 町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

（個人情報の保護） （個人情報の保護） 

第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務を行うに当たり町田市個人

情報保護条例（平成元年３月町田市条例第５号）に定める個人情報を取

り扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

第７条 指定管理者は、第５条に規定する業務を行うに当たり町田市個人

情報保護条例（平成元年３月町田市条例第５号）に定める個人情報を取

り扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 略 ２ 略 

別表第４（第１６条関係） 別表第４（第１６条関係） 

１ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） １ 施設利用料金（会議室及び駐車場を除く。） 

（１）専用利用の場合の利用料金 （１）専用利用の場合の利用料金 

ア スポーツに利用する場合 ア スポーツに利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町

田

市

立

総

合

体

育

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ 

全面 ３時

間 

９，１１

０円 

２７，３

３０円 

４１，０

１０円 

５４，６

７０円 

２ ／

３面 

３時

間 

６，０７

０円 

１８，２

２０円 

２７，３

３０円 

３６，４

５０円 

１ ／

３面 

３時

間 

３，０３

０円 

９，１０

０円 

１３，６

６０円 

１８，２

２０円 

サ 全面 ３時 ４，１９ １２，５ １８，８ ２５，１

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町

田

市

立

総

合

体

育

メ

イ

ン

ア

リ

ー

ナ 

全面 ３時

間 

９，１１

０円 

１８，２

２０円 

２７，３

４０円 

３６，４

５０円 

２ ／

３面 

３時

間 

６，０７

０円 

１２，１

５０円 

１８，２

２０円 

２４，３

００円 

１ ／

３面 

３時

間 

３，０３

０円 

６，０７

０円 

９，１１

０円 

１２，１

５０円 

サ 全面 ３時 ４，１９ ８，３８ １２，５ １６，７
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館 ブ

ア

リ

ー

ナ 

間 ０円 ７０円 ５０円 ４０円 

１ ／

２面 

３時

間 

２，０９

０円 

６，２８

０円 

９，４２

０円 

１２，５

７０円 

小体育室 ３時

間 

１，８８

０円 

５，６５

０円 

８，４７

０円 

１１，３

１０円 

第１武道場 ３時

間 

２，４０

０円 

７，２１

０円 

１０，８

３０円 

１４，４

４０円 

第２武道場 ３時

間 

２，４０

０円 

７，２１

０円 

１０，８

３０円 

１４，４

４０円 

和洋弓場 ３時

間 

２，４０

０円 

７，２１

０円 

１０，８

３０円 

１４，４

４０円 

略 略 略 略 略 略 
 

館 ブ

ア

リ

ー

ナ 

間 ０円 ０円 ７０円 ６０円 

１ ／

２面 

３時

間 

２，０９

０円 

４，１９

０円 

６，２８

０円 

８，３８

０円 

小体育室 ３時

間 

１，８８

０円 

３，７７

０円 

５，６５

０円 

７，５４

０円 

第１武道場 ３時

間 

２，４０

０円 

４，８１

０円 

７，２２

０円 

９，６３

０円 

第２武道場 ３時

間 

２，４０

０円 

４，８１

０円 

７，２２

０円 

９，６３

０円 

和洋弓場 ３時

間 

２，４０

０円 

４，８１

０円 

７，２２

０円 

９，６３

０円 

略 略 略 略 略 略 
 

イ その他の事業等に利用する場合 イ その他の事業等に利用する場合 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町

田

市

立

総

合

メ

イ

ン

ア

リ

ー

全面 ３時

間 

１８２，

２８０円 

３４１，

７７０円 

４１０，

１３０円 

４７８，

５００円 

２ ／

３面 

３時

間 

１２１，

５２０円 

２２７，

８５０円 

２７３，

４２０円 

３１８，

９９０円 

１ ／ ３時 ６０，７ １１３， １３６， １５９，

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町

田

市

立

総

合

メ

イ

ン

ア

リ

ー

全面 ３時

間 

１８２，

２８０円 

２２７，

８５０円 

２７３，

４２０円 

３１９，

０００円 

２ ／

３面 

３時

間 

１２１，

５２０円 

１５１，

９００円 

１８２，

２８０円 

２１２，

６６０円 

１ ／ ３時 ６０，７ ７５，９ ９１，１ １０６，
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体

育

館 

ナ ３面 間 ６０円 ９２０円 ７１０円 ４９０円 

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ 

全面 ３時

間 

８３，８

００円 

１５７，

１４０円 

１８８，

５６０円 

２１９，

９９０円 

１ ／

２面 

３時

間 

４１，９

００円 

７８，５

７０円 

９４，２

７０円 

１０９，

９９０円 

小体育室 ３時

間 

３７，７

１０円 

７０，７

１０円 

８４，８

５０円 

９９，０

００円 

第１武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３

４０円 

１０８，

４２０円 

１２６，

４９０円 

第２武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３

４０円 

１０８，

４２０円 

１２６，

４９０円 

和洋弓場 ３時

間 

４８，１

９０円 

９０，３

４０円 

１０８，

４２０円 

１２６，

４９０円 

略 略 略 略 略 略 
 

体

育

館 

ナ ３面 間 ６０円 ５０円 ４０円 ３３０円 

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ 

全面 ３時

間 

８３，８

００円 

１０４，

７６０円 

１２５，

７１０円 

１４６，

６６０円 

１ ／

２面 

３時

間 

４１，９

００円 

５２，３

８０円 

６２，８

５０円 

７３，３

３０円 

小体育室 ３時

間 

３７，７

１０円 

４７，１

４０円 

５６，５

７０円 

６６，０

００円 

第１武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

６０，２

３０円 

７２，２

８０円 

８４，３

３０円 

第２武道場 ３時

間 

４８，１

９０円 

６０，２

３０円 

７２，２

８０円 

８４，３

３０円 

和洋弓場 ３時

間 

４８，１

９０円 

６０，２

３０円 

７２，２

８０円 

８４，３

３０円 

略 略 略 略 略 略 
 

ウ 会議室の利用料金 ウ 会議室の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田市

立総合

体育館 

第１会

議室 

３時

間 

５２０円 １，５６

０円 

２，３５

０円 

３，１３

０円 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

入場料が

１，００

０円以下

の金額の

とき。 

入場料が

１，００

０円を超

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

入場料が

３，００

０円以上

の金額の

とき。 

町田市

立総合

体育館 

第１会

議室 

３時

間 

５２０円 １，０４

０円 

１，５７

０円 

２，０９

０円 
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 第２会

議室 

３時

間 

５２０円 １，５６

０円 

２，３５

０円 

３，１３

０円 

略 略 略 略 略 略 略 
 

 第２会

議室 

３時

間 

５２０円 １，０４

０円 

１，５７

０円 

２，０９

０円 

略 略 略 略 略 略 略 
 

備考 略 備考 略 

（２）個人利用の場合の利用料金 （２）個人利用の場合の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

プール １回 ４６０円 １５０円 １５０円 １５０円 

略 略 略 略 略 略 

 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

プール １回 ３１０円 １００円 １００円 １００円 

略 略 略 略 略 略 

 

備考 略 備考 略 

２・３ 略 ２・３ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定

及び別表第４の１の表の改正規定（「会議室及び」を削り、「駐車場」の次に「に係

るもの」を加える部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第４の１（１）の表及び（２）の表町田市立室内プ

ールの項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に

係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従

前の例による。 

３ 施行日前に町田市体育施設条例第１８条の規定により発行された回数利用券は、

施行日以後においても、なお使用することができる。 
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